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第1章 日米地位協定該当者の取扱い

第1節 総則

第1 日米地位協定

「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び
区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」（以下「日米地位協定」とい
う。）は、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」（以下「日米
安全保障条約」という。）第6条の規定に従い締結された協定である。

当局が関係するのは、日米地位協定第1条（定義）、第5条（米国により運航される船
舶及び航空機の入港）、第9条（米国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族である者
の出入国）、第14条（米国政府が指定する契約業者の被用者の出入国）等である。
（参考）日米安全保障条約第6条

日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与す
るため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区
域を使用することを許される。

前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、1952年2
月28日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条
に基づく行政協定（改正を含む。）に代わる別個の協定及び合意される他の取極に
より規律される。

第2 全般的留意点

第2節 日米地位協定該当者の範囲

第1 基本的事項
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日米安全保障条約第6条に定める特別の任務及び特別の身分をもって入国・在留しよう

とする者は、日米地位協定に基づき、上陸審査の対象とならない。

これは、日米地位協定第9条により、合衆国軍隊の構成員は旅券及び査証に関する我が

国の法令の適用から除外され、また、合衆国軍隊構成員及び軍属並びにそれらの家族は外

国人の登録及び管理に関する我が国の法令の適用から除外されるためである。

第2 日米地位協定該当者の範囲（日米地位協定第1条）

1 合衆国軍隊の構成員（同条(a) )

‐本邦にある間における米国の陸軍、海軍及び空軍（海兵隊及び沿岸警備隊を含む。）に
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2 軍属（同条(b) )

米国の国籍を有する文民で、本邦にある米国軍隊に雇用され、これに勤務し、又はこれ

に随伴する者（通常本邦に居住する者及び日米地位協定第14条1に掲げる者（注）を除
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(注）日米地位協定第14条

1 通常合衆国に居住する人（合衆国の法律に基づいて組織された法人を含む。）及び

その被用者で、合衆国軍隊のための合衆国との契約の履行のみを目的として日本国に

あり、かつ、合衆国政府が2の規定に従い指定するものは《この条に規定がある場合

を除くほか、日本国の法令に服さなければならない。

2 1にいう指定は、日本国政府との協議の上に行われるものとし、かつ、安全上の考

慮、関係業者の技術上の適格要件、合衆国の標準に合致する資材若しくは役務の欠如

又は合衆国の法令上の制限のため競争入札を実施することができない場合に限り行わ

れるものとする。

前記の指定は、次のいずれかの場合には、合衆国政府が取り消すものとする。

(a)合衆国軍隊のための合衆国との契約の履行が終わったとき。

(b)それらの者が日本国において合衆国軍隊関係の事業活動以外の活動に従事して

いることが立証されたとき。

(c)それらの者が日本国で違法とされる活動を行っているとき。
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なお、日米二重国籍者で合衆国が本邦に入れたものは合衆国国民とみなし、「通常日本

3 家族（同条(c) )

家族とは、在日米国軍に所属する合衆国軍隊の構成員又は軍属と次のいずれかの関係に
あり､ かつ、米国軍当局が日米地位協定上の家族として認めた者をいう。
ア 配偶者又は21歳未満の子（養子及び連れ子を含む。）

イ 父若しくは母（配偶者の父母を含む。）又は21歳以上の子で、その生計費の半額以
上を合衆国軍隊の構成員又は軍属に依存するもの

I■■
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第3節 日米地位協定該当者の出入国手続

第1 入国手続
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第2 米海軍における日米地位協定上の被扶養家族承認申請に係る取扱い
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第13編 地位協定

第2章 国連軍地位協定該当者の出入国に関する取扱い

第1節 総論

第1 国連軍地位協定

日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定（以下「国連軍地位協定」という。）

は、国際連合憲章第2条の趣旨を踏まえ朝鮮における国際連合の行動に参加している軍隊

の我が国における地位、待遇等を定めるため締結された協定である。

第2 全般的留意点

箪謹蕊壷議蕊蕊蕊溌評娠 ‘ 蔑毎
『
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罐』』寵 I垂

蕊雷

′夢 姥弓
畢 判

一

通竪誼
蕗
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母

琴

’:霧 埴一

■

第2節 国連軍地位協定該当者の範囲

第1 基本的事項

国連軍地位協定に該当する者（「国連軍地位協定該当者」という。以下同じ。）は、同

協定に基づき、上陸審査の対象とならない。

これは、国連軍地位協定第3条により、国連軍構成員は、旅券及び査証に関する我が国

の法令の適用から除外され、また、国連軍構成員及び軍属並びにそれらの家族は外国人の

登録及び管理に関する我が国の法令の適用から除外される。

第2 国連軍地位協定該当者の範囲（国連軍地位協定第1条）

国際連合の諸決議に従う行動に従事するために派遣され、国際連合軍司令部又は派遣国

の当局が認める次のものをいう。

1 国連軍構成員（同条(e) )

国際連合の軍隊に属し現に服役中の人員で日本国内にある間におけるものをいう。

2 軍属（同条(f) )

派遣国の国籍を有し、かつ、国際連合の軍隊に雇用され、これに勤務し、又はこれに随

－10－



第13編 地位協定

伴する文民で、日本国内にある間における者（日本国に通常居住する者を除く。）をいう。
3 家族（同条-(9))- -

次の者で日本国内にある間におけるものをいう。

（1）国際連合の軍隊の構成員又は軍属の配偶者及び21歳未満の子

（2）国際連合の軍隊の構成員又は軍属の父、母及び21歳以上の子で、その生計費の半額以
上をこれらの者に依存する者

第3節 国連軍地位協定該当者の出入国手続

第1 入国手続

1

■■■■■■■■－二
ﾛ■■■■

（

畷(2）

(3

溌蕊織璽蕊蕊

-11－

｜
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第3章 日米地位協定該当者及び国連軍地位協定該当

者の在留資格の取得等に係る措置

第1節 在留資格の取得

第1 対象

日米地位協定又は国連軍地位協定（以下「日米地位協定等」という。）該当者の軍籍離

脱等上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる者で、当該事由の発生後60日

を超えて本邦に在留しようとするもの。

第2 審査

次に掲げる要件のいずれにも適合する場合に許可する。

1 行おうとする活動が法別表第1又は第2に掲げる申請に係る在留資格の下欄に掲げる活

動に該当すると認められること。

2 行おうとする活動が法別表第1の2の表又は4の表の上欄に掲げる在留資格に該当する

場合は、基準省令への適合性が認められること。

3 その他許可することが適当と認められること。
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在留資格・在留期間の決定

在留資格及び在留期間は、「第12編 在留資格」に基づき決定する。

許可の方法

在留カードの交付等

在留資格の取得を許可する際、当該許可に係る外国人が中長期在留者に該当することと

第3

４
１

第
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なる場合は、当該外国人に対して、在留カードを交付し、旅券及び在留資格証明書には、
許可に係る証印をしない示当該許可に係る外国Kが中長期在留者に該当~しない場合は、当
該外国人の旅券又は在留資格証明書に、許可に係る証印を貼付又は押印する。

2 許可番号

申請受付番号と同一とする。

3 許可年月日

在留カードの交付又は旅券等に証印をした年月日とする。
4 その他

（1）法第22条の2第1項に定める在留資格を有することなく本邦に在留することができ
る期間の満了前に中長期在留者として在留カー‘ドを交付し、又は旅券に証印をし、若し
くは証印をした在留資格証明書を交付するときの在留期間の起算日は、在留カードを交
付し､又は当該証印をし若しくは証印をした在留資格証明書を交付した日の翌日とする。

（2）法第22条の2第1項に定める在留資格を有することなく本邦に在留することができ
る期間の満了後に中長期在留者として在留カードを交付し、又は旅券に証印をし、若し
くは証印をした在留資格証明書を交付するときの在留期間の起算日は､同期間満了日（日
米地位協定該当者の軍籍離脱等の事由の発生の日から60日）の翌日とする。

i日米地位協定該当者からの軍籍離脱者に関する特則

日米地位協定該当者である軍人・軍属で、米軍の軍籍を離脱し、引き続き本邦に在留し
ようとする者に関する在留資格取得許可については、「第10編 在留審査」及び本章に定

第5

め

璽璽蕊謹蕊蕊謬驚溌騒

なお、本特則は日米地位協定該当者のうち軍人及び軍属に適用されるものであり、軍人
又は軍属の家族については、国籍離脱者等の場合と同様に取り扱う。

1 受付

米軍の軍籍を離脱する前に、施行規則別表第3に規定する立証資料及び米軍発給の仮離
脱許可書を提出して申請があったときは、在留資格取得許可の申請を受け付ける。

2 許可

■■■■■■搦！
ザg乎 一

･争 鞘

撚鍵慈X

■■

《唾塞
齋
霊

子一価厩戸口則、鄙『一
霊謹毒一

溌 団

■’

｜
』』

Ｐ
■
■

一
一ｕ回

『

“
ざ
む

で
制
戸

←

歸騨吟斡
鋼
索
縄

｜・

不許可3

- 15--



第13編 地位協定

ｌ》 》Ｐ鋒ⅡＩｌｏ‐ご申もｒｑ
ｌ
』
・

－
１
品

弛

癖『黒寸
挙
礎
一
・
‐

里

一

ｌ

ｕ
や

武
夕

認
戦
、
！

間
紙
Ｉ

．

ｂ

ｆ

，
蕊

側

稠

謝
Ｆ
４

‐

１
ｈ

一
円一
面
ユ
ー

鐸
・
脚

乗‐．》ざ”一議》評
帝
窪

‐鍼

套
脚
争

弱
４

－壷や罫
Ｔ

宙
』
”
司
色
■

Ｌ
錘

一→『蝿舗罫
一
憲
一
：

涛．４・

日

坐
困

・

知
・
守
ダ
ムＦ１聯鞠ゞ雛

｜
■

’
’｜’ J4R

4 証印

|次駿蕊驚議難’ のとおりとする｡．群，｡~蕃麹諭普獅麹‘

（1）中長期在留者となる場合

申請人に対して在留カードを交付し、旅券及び在留資格証明書には許可に係る証印を

しない。

（2）前記（1）以外の場合

申請人の旅券又は在留資格証明書に、許可に係る証印を貼付又は押印する。

第6 終止

申請人が日米地位協定等該当者であることが判明したときは、直ちに審査を終止し、終

止事実、終止年月日及び事由を電算入力する。

第2節 日米地位協定等該当者になった者に係る措置

第1 対象

在留資格を有して在留している者又は特別永住者のうち、次に掲げる者となったものが

対象となる。

1 日米地位協定第1条(a)に規定する米国軍隊の構成員、同条(b)に規定する軍属若
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第13編 地位協定

－－
2 国連軍地位協定第1条(e)-r--(f) (通常本邦に居住する者を除く弓~)又は~(百)~該当
者

（注）同条(f)については、前記1(注）前段に同じ。
第2 受付

第1に規定する者から、次の書類を提出又は提示して、日米地位協定等の適用がある旨
の申出があったときはこれを受け付ける。

1 提示書類

（1）旅券又は在留資格証明書

（2）合衆国軍隊の構成員又は国連軍地位協定第1条(e)該当者にあっては身分証明書
2 提出資料

（1）日米地位協定等該当申出書 (別記第6号様式）1通

（2）中長期在留者にあっては在留カード

（3）特別永住者にあっては特別永住者証明書

（4）資格外活動許可書の交付を受けている者にあっては当該許可書
（5）立証資料

ア 日米地位協定第1条(b)該当者又は日米地位協定第14条により指定を受けた者
在日米国軍発行の日米地位協定該当確認書（参考資料5参照）

イ 日米地位協定第1条(c)該当者

在日米国軍発行の日米地位協定該当確認書（参考資料6参照）及び構成員又は軍属
との家族関係を証する文書

ウ 国連軍地位協定第1条 (f)該当者

国連軍発行の雇用予定証明書

エ 国連軍地位協定第1条(9)該当者

国連軍発行の構成員又は軍属との家族関係を証する文書
3 受付

（1）申出記載内容の点検

申出を受け付けたときは、申出書の記載内容を点検し、不備がある場合は申出人に補
正させる。

(2) FEISへの入力等

申出を受け付けたときは、申請種別、申出受付番号、受付年月日等必須事項を電算入
力するとともに、受付日ごとに進行管理簿（速報版）を出力する。

-17-



第13編 地位協定

（3）受付番号

受付番号は、第10編第1章第2節第10に準じて付し、申請種類別の記号は「V」と

する。

（注）電算上は、在留資格の抹消として申請種別、受付番号を入力し、タイトルシート

も在留資格抹消のものを使用する。

3 審査

地方局等又は出張所の長は、前記第2に基づいて提出又は提示された書類から、申出人

が前記第1に該当し、後記第4の措置を執る必要があるか確認する。後記第4の措置を執

る必要がないと判断したときは、申出人に対し、通知書（別記第7号様式）を交付する。

なお、申出人が日米地位協定に基づく送出要請事由に該当するときは、警備部門の長等

に通報する。

4 措置

1 措置の表示等

前記第3の審査の結果、申出人が前記第1に該当すﾐる日米地位協定等該当者であること

が確認された場合は、中長期在留者以外の者及び新規上陸許可時に決定された在留期間内

の中長期在留者については、当該外国人の旅券又は在留資格証明書にある現に有効な許可

証印の付近に次の（1）から（6）までのいずれか適当なものを記載した上、処分庁名印

又は入国審査官認証印を押印する。また、在留カード又は特別永住者証明書（以下「在留

カード等」という。）を所持している者については、在留カード等を返納させ、失効した

在留カード等のIC部分に穿孔処理をした上で、当該申出人に還付するほか、当該者が日

米地位協定該当者である場合であって旅券又は在留資格証明書に現に有効な許可証印がな

い場合は、当該旅券又は在留資格証明書の適宜の箇所に次の（1）から（3）までのいず

れか適当なものを記載した上、処分庁名印又は入国審査官認証印を押印する。

（1）日米地位協定第1条(a)又は(c)該当者

「The lmmigration Control Act does not apply due to being a "Status of Forces

Agreement" member (or dependent)」

（2）日米地位協定第1条(b)該当者

「The lmmigration Control Act does not apply due to being a "Status of Forces

Agreement'' civilian component」

（3）日米地位協定第14条1により指定を受けた業者の職員

「The Immigration Control Act does not apply due to being a "Status of Forces

Agreement" contractor」

第3

第4

－18－



第13編 地位協定

（4）国連軍協定第1条(e)該当者

「The lmmigration Control -Act doeS-面玩一百mly~tiiiet6 be唾~a- "United Nations
Forces Agreement'' member」

（5）国連軍協定第1条(f)該当者

「The lmmigration Control Act does not apply due to being a "United Nations
FOrces Agreement" civilian component」

（6）国連軍協定第1条(9)該当者

「The lmmigration Control Act does not apply due to being a "United Nations
Forces Agreement" dependent」

2 立証資料の処理

日米地位協定第1条(b)若しくは同条(c)又は日米地位協定第14条により指定を受
けた者が提出した日米地位協定該当確認書は、次のとおり処理する。

（1）日米地位協定第1条(b)該当者及び日米地位協定第14条により指定を受けた者
ア 必要記載事項等

（ア）表面の庁名及び署名等年月日記載欄に庁名等を記載する。

（イ）裏面の庁名及び連絡先記載欄に庁名等を記載し、「署名又は印」欄から「氏名」
欄にかけて入国審査官認証印を押印する。なお、日米地位協定第1条(b)該当者
については、以上の記載等のほか、備考欄に「The individual is not ordinarily
resident. 」と記載する。

イ 申出人への還付

前記アの処理を施した日米地位協定該当確認書の写しを取り、原本を申出人に還付
する。なお、写しは処分記録に添付する。

（2）日米地位協定第1条(c)該当者

ア 必要記載事項等

（ア）表面の庁名記載欄に庁名を記載する。

（イ）裏面の庁名及び連絡先記載欄に庁名等を記載し、「署名又は印」欄から「氏名」
欄にかけて入国審査官認証印を押印する。

イ 申出人への還付

前記アの処理を施した日米地位協定該当確認書の写しを取り、原本を申出人に還付
する。なお、写しは処分記録に添付する。

3 FEISへの入力等

一日米地位協定等該当者であることの確認年月日、措置事由等をFEISに入力して外国

－19－
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第13編 地位協定

人マスタ記録を閉鎖する。

（注）電算上の処理は在留資格の抹消となる。

4 処分記録の送付

（1）本項の措置を講じた出張所の長は、電算入力のための処分記録の送付の規定を準用し

て、当該出張所を管轄する地方局等の長に、措置の内容を記載した申出書等の写しを送

付する。

（2）本項の措置を講じた地方局等又は出張所において当該外国人に係る個人記録を保管し

ていない場合は、当該記録を保管している地方局等又は出張所の長に、措置の内容を記

載した申出書等の写しを送付する。

5 在留期間内に日米地位協定該当者となった者が在留期間経過後に出頭した場合の特則

在日米軍の内部規定上、前記1により措置された旅券等（在留カードを所持する者につ

いては穿孔処理された在留カードを含む。）を所属基地に持参することで初めて日米地位

協定該当者としての身分証明書類の発行等を受けられることとされているため、在留期間

内に日米地位協定該当者となった者が従前の在留期間経過後に出頭した場合、前記1のと

おり措置する。

第5 日米地位協定等該当者に該当しないこととなった場合の取扱い

前記第4に定める措置を講じた者から、日米地位協定等に該当しなくなった旨の申出が

なされたときは、次に掲げる区分に応じた措置を執るものとする。

1 永住者、特別永住者及び（永住者、特別永住者以外の者で）日米地位協定等該当者にな

って前記第4に定める措置を講じた時点で有する在留期間が経過していない者

（1）申出

ア 提示書類

旅券又は在留資格証明書

イ 提出書類

（ア）日米地位協定等非該当申出書（別記第8号様式） 1通

（イ）日米地位協定等に該当しなくなったことを証する資料 1通

（2）受付

ア 申出書記載内容の点検

前記（1）の申出を受付したときは、申出書の記載内容を点検し、不備がある場合

は申出人に補正させる。

/f FEISへの入力等

前記（1）の申出を受付したときは、申請種別、申出受付番号、受付年月日等必須

－20－
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事項を電算入力するとともに、受付日ごとに進行管理簿（速報版）を出力する。
ウー受付番号

受付番号は、当該申出を受け付けた順に一連番号とする。

（注）電算上は、紛失等による在留カードの再交付申請として申請種別、受付番号を
入力し、タイトルシートも在留カードの再交付申請のものを使用する。

なお、特別永住者の場合も同様に在留カードの再交付申請のものを使用する。
エ 受付票の交付

受付の事実及び問合せ先を申出人に対して明らかにするため、受付票（別記第9号
様式）に出頭日（原則として、申出のあった日から1週間後以降とする。）を記載の
上、申出人に同受付票を手交する。

（3）審査

地方局等又は出張所の長は、前記（1）の提出書類から、申出人が日米地位協定等に
該当しなくなり、後記（4）の措置を執る必要があるか確認する。後記（4）の措置を
執る必要がないと判断したときは、申出人に対し、通知書（別記第7号様式）を交付す
る。

（4）措置

日米地位協定第9条第2項において、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家
族は、外国人の登録及び管理に関する日本国の法令の適用から除外されることとされて
おり、同協定に該当する者についてはく同協定に該当することとなった時点から、在留．、

資格の抹消等の手続を執ることなく、同協定の規定が適用される。これを実務上担保す
るために、同協定該当者であるとの申出がなされた場合には､在留カード等を返納させ、
外国人マスタ記録の閉鎖等を行うこととする一方、日米地位協定非該当者となった旨の
申出がなされた場合には、再び入管法の適用を受けることになることから、実務上、以
下の措置を執るものである。

ア FEISの外国人マスタ情報の補正

日米地位協定等非該当者であることの確認を行ったときは、閉鎖済みの外国人マス

タ情報を回復させるため、本庁総務課情報システム管理室あて外国人マスタ情報の補
正を依頼する。

イ 措置の表示等

旅券に前記第4の1の表示がなされた者については、当該記載に二重線を付し、
適用となっていた協定に応じ「Non-eligibility under the Status of Forces of

Agreement Member」又は「Non-eligibility under the Status of United Nations

-21 -
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Forces Agreement Member」等と記載した上、処分庁名印又は入国審査官認証印を押

印する。

ウ 在留カード等の交付

中長期在留者又は特別永住者に対しては、それぞれ在留カード又は特別永住者証明

書を交付する。

この場合において、在留カード等の交付年月日は現に交付する日、住居地欄は「未

届（届出後裏面に記載）」とし、在留カード上の許可の種類及び許可年月日について

は前記第4に定める措置を講ずる際に有効であった在留資格に係るものを記載する。

また、在留カード等の交付を受けた者に対しては、住居地のある市区町村において

住居地の届出を行うよう指導する。

（注1）外国人マスタ情報が回復しても、市区町村における住民票は回復しないため、

住居地は未届となり、改めて住居地の届出（住民基本台帳法上の住所の届出）

が必要となる。

（注2）本項の措置は新たな許可処分を行うものではない。したがって、日米地位協

定等該当者であった期間中に在留資格該当性を喪失している者については、日

米地位協定等に該当することとなる前の在留資格に係る在留カードを交付する

が、適切な在留資格への変更申請を指導する。

日米地位協定等該当者になって前記第4に定める措置を講じた時点で有する在留期間が2

経過している者

入管法第22条の2の適用があることから、同条の規定に基づき、在留資格取得許可申請

を指導する（前記第1節参照）。
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第4章 様 式

式
式

式
式

式
式

式
式

式
様

様
様

様
様

様
様

様
様

口万
口
言
口
万
口
言
ロ
マ
ロ
呑
口
万

ロ
万
百
万

１
２

３
４

５
６

７
８

９

第
第
第

第
第

第
第

第
第

記
記

記
記

記
記

記
記

記
１

１
１

１
り

り
１

１
－

月
月

月
月

月
月

月
月

月

日米地位協定該当者上陸証印

日米地位協定該当者出国証印

国連軍地位協定該当者上陸証印

国連軍地位協定該当者出証印

■■「－
日米地位協定等該当申出書

通知書

日米地位協定等非該当申出書

受付票

参考資料5
日米地位協定該当確認書（日米地位協定第1条(b)該当者及び日
米地位協定第14条により指定を受けた者用）

日米地位協定該当確認書（日米地位協定第1条(c)該当者用）
参考資料6
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(別記第1号様式）

Under

Stams of Forces Agreement

Entexed Japan

Date :

Port

immigation inspector

(別記第2号様式）

Under

Stams of Forces Agreement

Departed Japan

Date :

Port

immigratioll inspectOr

(別記第3号様式）

Under United Nations

Forces Agreement

Entered Japan

Date :

Port

immigration inspector

(別記第4号様式）

Under United Nations

F01℃es Agreement

Departed Japan

Date :

Port

1mmlgratlon mspector



別記第5号様式

’ 羅露篭蕊灘蕊蕊溺

｜ 蔦篝蕊篭蕊蕊識翻

|艤蝋謡擬嬢蕊蕊蕊蕊澱蕊篭鋼

I

’ 蕊諺鍵聖墾墓華遡蕊

’ 篭濯霧青霊蕊 蕊調

臓認聯‘1蝿

’ 豊綴溌鍵錘蝶鍵篝遜麓曝溺

’ 藤蕊§溌購謬調職識鱗蕊鍾認$鋼

…

K議寵

’

’ 蕊



別記第6号様式

番号 No.

年月日Date

日米地位協定等該当申出書

eligibility under the Status of Forces Agreement or Status of UN ForcesApplication of
Agreement

出入国在留管理局長 殿

To : DireCtor of the RegionaI Immigration Services Bul･eau

日米地位協定等に該当することとなったので,下記のとおり申し出ます。

I hereby apply as described belowb

記

1国籍･地域
Nationality/Region

氏名，性別 (男male /女female)氏名，性l
Kame,Sex

生年月日
Date of Bil

住居地
Address in

図

月month 日dav年year3

of Birth

既’
一 q

Address in japan

5 在留資格,在留期間
Sialus of rGsidence and poriod of stay

在留カード又は特別永住者証明書の番号
！pRidPnER cBrd / SDEEial Dermanent【℃sidenl certi

6

Residence card / Special permanent msidenl certilicate No.

7 該当事項Applicable item

ロ日米地位協定第1条(a)又は(c)項
The lmmigration Control Act does I1ot apply due to being a ,iStatus of ForcGs Agrecment" member

(or dependent)

ロ日米地位協定第1条(b)項 ．
The lmmigration Control Act doGs not apply due to being a "Status of Forces Agrecment" civilian

COmpOn ent

口日米地位協定第14条第I項により指定を受けた業者の職員
The lmmigralion C･ontrol Acl does not apply due to being a "Status of Forces Agreement'' conlraclor

口 国連軍協定第1条(e)項
The lmmigration Conlrol Acl does not apPly due lo being a "LInited Nations Forces Ageement" member

口 国連軍協定第1条(f）項

The lmmigratioll Comro) Acl does nol apply due t o being a ､{United K3tions Forces Agreemel11 ''

civilian component

口 国連軍協定第1条(9)項
q1

The lmmigration Control Act does not apply due to beillg &1 "United Nations Forces Agreement

depen dellt

申出者署名Applicant's Signature



別記第7号様式

知 書通

NO1UICI3

年 月 日

Date:

殿To

あなたの申出については,特段の措置を要しませんので,通知します。

This is to infbrm you that special measures are not required and therefbre your

application has been denied.

出 入 国 在 留 管 理 局

Regonal lmmi gration Services Bureau



別記第8号様式

番号 No.

年月日Date:

日米地位協定等非該当申出書

Application of non-eligibility under the Status of Forces Agreement or Status of UN
ForCes Agreement

出入国在留管理局長 殿

of the －－－Regional lmmigration ServiceS BureauTo : Director of the

日米地位協定等に該当しないこととなったので,下記のとおり申し出ます。

I hereby apply as described below,

記

1 国籍･地域
Nationalily/RegiOn

2 氏名，性別
Name,Sex

3 生年月日
Dat e of Birth

4 住居地
Address in J8

(男ma1e /女female)

年vear 月 month adav

J8pan

申出者署名Applicam,s Signature



別記第9号様式

受付票 Application Receipt

受付年月日 Date

番号Application No

氏名Name 男Male /女Female

生年月日 年 月 日

Dale of Birth

国籍・地域

Nationality/Region

専暁婚 緬,蚤骨'（｝ら鱸…｡｡､雛”ま

JRhp辮淵ication receipt and passpOh nec

分を行い

ot､ below

出"gance W謡"""､C‘Un1il： 犀 目 目幾Period

覗辮鮮器熟捌諏撫鰭魚濤鵜辮驚儒維
by lhe deadline, please let it known to this omce in advance.

出入国在留管理局（支局） 部門（出張所）

Regional Immigration Services Bureau / Branch

電話番号Phone ko.







'

、







CONFIRMATION OF ELIGIBILITY

UNDER

STATUS OF FORCES AGREEMENT

日米地位協定該当確認書

(Authodty: USFJ Instruction 36-261 1)
(根拠：在日米軍インストラクション36-2611)

1. Applicant's Name:
申出者氏名

Date of Birth

生年月日

Sex

性別

Nationality
国籍

2. The US Anned Forces express our mtention to invite the individual mentioned above* as

□a member of the civilian component under Article l (b) of the Stams of Forces Ageement.

□a designated conUactor under Article XIV of ihe Status of Forces Agreement.
在日米軍は、’二記の者を、口日米地位協定第1条(b)の軍属 口日米地位協定第14条の特殊契約者として招聰しようとし

ていることを表明する。 ※スペースが足りない場合は上部余白に記入
Naha DisiriC( Immigralion OmCe、

3. Director,ー －Regional lmmigration Services Bureau,FukuOka Kadena

Branch Office has confirmed that the individual mentioned in the above paragaph l has obtained the
necessary documents as prescribed in an agreement of the US-Japan Joint Committee.

地方出入国在留管理局 出張所は、上記lの者が、日米合同委員会合意において記載される必要な文書を所持して
いることを確認した。

4 . Validity period of thi s document
本文書の有効期間

From To

－年一月一日から－年一月一日までの間

The individual mentioned in the above paragraph l falls under D Article l (b) D Article XIV of the

Stams of Forces Agreement and is subiect to the Stams of Forces Agreement fiom the date signed or

sealed by both authorities ( _Lg day of July , 20 1 8 ' ), US Armed Forces and Regional

Immigration Bureau, to the validity period of this document (_ day of , 20 _ ). In

the case where there is no signamre or seal of the US Anned Forces and/or the Regional lmmigration
Services Bureau, the individual mentioned in the above paragaph l shall not apply to be a member of

the US Armed Forces and is not subject to the Stams of Forces Ageement_
在日米軍及び 地方出入国在留管理局 出張所の両機関の署名又は印が押された日（ 年 月 日）から、本文書

の有効期限 （ 年 月 日）までの間、止記1の者は 口日米地位協定第1条(b) D14条の特殊契約者に該当し、

日米地位協定の適用を受ける。当該署名又は印のいずれも又はいずれかが押されていない場合には、止記1の者は合衆国軍隊

のメンバーに該当せず、日米地位協定の適用を受けることはできない。

5
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USFJ FORM 7EJ (C0nt' d)
在日米軍様式7EJ (続き）

F⑪I･Japan :
日本国のために

For the United States:

合衆国のために

S ignamre or Seal :
署名又は印

Date :

日付

Signamre
署名

Date: ■■■…■■
日付

Name and Rank

氏名・階級

－

氏名

Director, FukLloka Regional hnmigation
lraImn（)駈嘩．Kjldﾋ、Services Bureau,

Branch Office

Naha D1員mcIImmiuraIi(,、（)m蝉

Organization
部隊 －地方出入国在留管理局一出張所長

POC Email and Phone

担当者電子メール・電話 記人POC Email and Phone: ※奄話番号-1〃み
担当者電子メール・電話

■

Remark

備考

Rem ark:

備考

*If a contractor, member has been detennined to be
essential to the mission of the United States anned

fbrces and has a high degee of skill of knowledge fbr
the accomplishment of mission requirements by
fil胴lling one ofthe fbllowing

□Acqumng the skill and knowledge through a

process of higher education or specialized training
and experience;

■
●
一

※1(b)のみ記入‘ただし,LI本語訳を記入することまでは不要

※その他特箪事項があれば適宜記入（通常想定はされない）

□Possessing a security clearance recognized by the

United States to perfbnn his or her duties;

□Possessing a license or certification issued by a

U.S. Federal Department or Agency, U.S. State､U・S

Territory, or the District of Columbia to perfbrm his
or her duties: or

□ldentified by the United States armed fbrces as

necessary in an emergent simation and will remain inｰ

Japan fbr less than 9 1 days to fillfill specialized
duties; or

□Specifically authorized by the Joint Committee (to

include Article XIV contractors).

USFJ FORM 7EJ, 20180615 (Reverse)

■■■■■ 、 円

~heindMdualisnotordmarilvresident



CONFIRMATION OF ELIGIBILITY

UNDER

STATUS OF FORCES AGRFFMENT

日米地位協定該当確認書

(Authority: USFJ Instruclion 36-261 1)
(根拠：在日米軍インストラクション36-2611）

1. Applicant' s Name
申出者氏名

Date of Bilth

生年月日

Sex:

性別
Nationality:
国籍

The US Anned Forces express our intention to invite the individual mentioned above as

□Spouse D Child D Parent under Article l (c) of the Stams of Forces Agreement.
在日米軍は、上記の者を、日米地位協定第1条(c)の 口配偶者 口子 口親として招聰しようとしていることを表明する。

今
全

燕スペースが足りない場合は上部余白に記入

|､ial,u I)isiric1 IInmi QI･alion ()nice.
←

Kadena

I

Fukuoka3. Director, Regonal hnmigration Service s Bureau,

Branch Office has confirmed that the individual mentioned in the above paragraph l has obtained the
necessary documents as prescribed in an agreement of the US-Japan Joint Committee.

地方出入国在留管理局 出張所は、‐'二記1の者が、日米合同委員会合意において記載される必要な文書を所持して
いることを確認した。

The individual mentioned in the above paragaph l falls under Article l (c) of the Stams of Forces

Agreement as D Spouse D Child D Parent and is subject to the Stams of Forces Agreement
t記1の者は日米地位協定第1条(c)の 口配偶者 口子 口親に該当し、日米地位協定の適用を受ける。

4

USFJ FORM 8EJ, 20180615



USFJ FORM 8EJ (Cont'd)
在日米軍様式8EJ (続き）

For the United States :

合衆国のために
For Japan:
日本国のために

■■Signature
署名

Date:

日付

Name：

氏名

Director，

日付

Name and Rank

氏名・階級

Regi onal lnnnigration
｢311《》、(~)H1“・Kadぜ、

FukU Ok a

Services Bureau, Naha Dislricl hm]
Branch Office

地方出入国在留管理局 出張所長

Naha DiHmahmu哩mlI《》、（)､i“

Organization
部隊

POC Email and Phone

担当者電子メール・電話 POC Email and Phone

担当者電子メール・電話

■

RemHT.k

備考

Remark:

備考

XXXXX

※特筆串項があれば適宜記入(i幽常想定はされない）

USFJ FORM 8EJ, 20180615 (ReverSe)

1

入国審査宮

鰹 胚 印

※竃誌番号のみ記人


